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１. 医師の働き方改革の概要について
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医師の時間外労働規制について

5

連携Bの活用を！

まずは、2024年4月までに1860時間以下へ！

２０２４年４月以降は、年960時間超の時間外・休日労働が可能となるのは、
都道府県知事の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師（連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の適用医師）のみ
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7

備考Ｃ-２水準Ｃ-１水準連携Ｂ水準Ｂ水準

○○医療機関機能1

○
臨床研修病院又は専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ｶﾘ ｷｭﾗﾑ認
定医療機関である

2

設備、症例数、指導医等につき審査
組織の個別審査を想定。

○
特定高度技能を有する医師の育成・研鑽に
十分な環境がある

3

○○○
36協定において年960時間を超える時間外
・休日労働に関する上限時間の定めをする必
要がある

4

○
副業・兼業先での労働時間を通算すると、時間
外・休日労働が年960時間を超える必要があ
る

審査組織及び都道府県
医療審議会の意見聴取

地域医療対策協議会及び
都道府県医療審議会の
意見聴取

都道府県医療審議会の
意見聴取

都道府県医療審議会の
意見聴取

（必要性について、合議での確認）

労働時間短縮計画に記載
の実績値で判断

プログラム全体及び各医
療機関の明示時間数（時
短計画実績値とも整合）
で判断

労働時間短縮計画に記載
の実績値で判断

労働時間短縮計画に記載
の実績値で判断

（必要性について、実績面の確認）

実質的な議論は、医療審議会に設けら
れた分科会や地域医療対策協議会等の
適切な場において行うことを想定

○○○○
都道府県医療審議会の意見聴取5

年１回都道府県へ提出○○○○

労働時間短縮計画が策定され、労働時間
短縮の取組や追加的健康確保措置の実施
体制の整備が確認できる

6

過去３年以内に受審していること〇〇○○評価センターの評価を受けている7

過去１年以内に送検・公表されていない
こと

○○○○労働関係法令の重大かつ悪質な違反がない8

審査組織

評価
センター



（B）水準対象医療機関 参考資料
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出所：2020.11.18「第10回医師の働き方改革の推進に関する検討会」

【医療機能】
「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために整備して
いるもの」・「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「５疾病・５事
業」」双方の観点から、
i. 三次救急医療機関
ii. 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数1,000台以上 又は年間での夜間・休日・時間外入院件数500件以

上」 かつ 「医療計画において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
iii. 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
iv. 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と

認める医療機関
（例） 精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの）、小児救急のみを提供する医療機関、

へき地において中核的な役割を果たす医療機関

特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供する医療機関
（例） 高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等

【長時間労働の必要性】

※（Ｂ）水準が適用されるのは、医療機関内の全ての医師ではなく、下記の医師に限られる。

上記機能を果たすために、やむなく、予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。

地域医療体制を守るために、自院における年内の時間外・休日労働が
960時間を超える医師がいる医療機関



連携（B）水準対象医療機関 参考資料
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Ｃ－１、Ｃ－２水準対象医療機関

出所：医師の働き方改革に関する検討会 報告書の概要 （H31.3.28）

Ｃ水準【集中的技能向上水準】

Ｃ－１水準： 臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲に応えて、一定期間集中的に知識・
手技を身につけられるようにするための医療機関

Ｃ－２水準： 高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において、新しい診断・
治療法の活用・普及等が図られるようにするための医療機関

①対象分野（特定分野）の考え方
②特定分野における高度な技能の考え方
③技能の習得にやむを得ず長時間労働となる業務の考え方

論 点

参考資料
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２. 医師労働時間短縮計画について
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計画期間終了
年度の目標

令和６年度目標●年度実績年間の時間外・休日労働時間数

平均

最長

960時間超～1,860時間の人数・割合

1,860時間超の人数・割合

令和６年度 △○×病院 医師労働時間短縮計画の案（作成例）

※令和６年度に向けた指定申請用

計画期間

令和６年４月～令和○年○月末

※５年以内の任意な期間を設定する。

対象医師

△△科医師（●名（Ｂ：●名／Ｃ-１：●名））

□□科医師（●名（連携Ｂ：●名／Ｃ-２：●名））

１．労働時間と組織管理（共通記載事項）

△△科医師（●名（Ｂ：●名／Ｃ-１：●名））

□□科医師（●名（連携Ｂ：●人／Ｃ-２：●人））

計画期間終了
年度の目標

令和６年度目標●年度実績年間の時間外・休日労働時間数

平均

最長

960時間超～1,860時間の人数・割合

1,860時間超の人数・割合

（1）労働時間数
時間を記載（○時間△分）

※  青字は解説である

人数・割合を記載（○人・□％）

出勤簿による自己申告●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度

出退勤管理に関してＩＣカード導入令和６年度の取組目標

上記事項に取り組む計画期間中の取組目標

特になし●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度

事業場における労働時間該当性を明確
にするための手続を周知し管理する

令和６年度の取組目標

上記事項に取り組む計画期間中の取組目標

特になし（許可は得ていない）●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度

労働基準法施行規則第２３条の宿日直許
可の取得手続きを行う

令和６年度の取組目標

宿日直許可に基づき適切に取り組む計画期間中の取組目標

協議の場として、労働時間等設定改善委
員会を月１回開催する。労働者の過半数
で組織する労働組合と協議・締結し、届け
出た36協定を医局内に掲示する。

●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度

上記事項に取り組む令和６年度の取組目標

同上計画期間中の取組目標

・衛生委員会を月１回開催する

・健康診断を年２回実施する

●年度の取組実績 ※案策定時点の前年度

上記事項に取り組む令和６年度の取組目標

同上計画期間中の取組目標

【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】

【労使の話し合い、36 協定の締結】

【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】

【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】

【労働時間管理方法】

※以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

（2）労務管理・健康管理

医師労働時間短縮計画（令和６年度用） ［作成例］

※案策定時点の前年度実績を記載
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【追加的健康確保措置の実施】

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

２．労働時間短縮に向けた取組（項目ごとに任意の取組を記載）

各職種（医師、看護師、●●、●●）から各代表○名が参画する勤務環境改善委員会を○ヶ月に回開催し、
この計画の検討を行い策定した。案の段階で、対象医師やタスク・シフト先となる職員等を集めた説明会
を○回開催し、意見交換を実施するとともに、策定後には当該計画を医局のほか、各職種の職場に掲示
している。 ※計画の案の段階ではあるが、令和６年度以降の取組の方向性を示すものであり、院内掲示
等により周知を図ることが望ましい。

令和５年度中に面接志津実施医師●名の確保（必
要な研修の受講）を終える予定

令和6年度に向けた準備

連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及び
代償休息確保を可能とする勤務体制とし、対象医
師への面接指導を漏れなく実施する。

令和６年度の取組目標

上記事項に取り組む計画期間中の取組目標

特になし
●年度の取組実績

※案策定時点の前年度

• 国等が実施する病院長向けの研修会に病院長
が参加する

• 診療科長等向けに管理者のマネジメント研修を
年 1 回開催し受講を促す

令和６年度の取組目標

上記事項に取り組む計画期間中の取組目標

【管理者マネジメント研修】

（３）意識改革・啓発

（1）タスク・シフト／シェア

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

【看護師】

特になし計画策定時点での取組実績

特定行為研修を受講する看護師を○名以上に増加
させる

計画期間中の取組目標

【医師事務作業補助者】

医師事務作業補助者○人体制で医師の具体的指示
の下、診療録等の代行入力を行う。

計画策定時点での取組実績

医師事務作業補助者○人体制に増員し医師の具体

的指示の下、診療録等の代行入力を行う
計画期間中の取組目標

（2）医師の業務の見直し

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

特になし（診療科ごとの宿日直体制）計画策定時点での取組実績

診療科ごとの体制ではなく、交代で１日当直当た

り 2 人体制とし、日当直しない診療科はオンコール
体制とする

計画期間中の取組目標

（3）その他の勤務環境改善

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

特になし（未導入）計画策定時点での取組実績

音声入力システムを導入してカルテの一部を自動

作成する
計画期間中の取組目標

※下のカテゴリーごとに、最低１つの取組を記載。

（4）策定プロセス

※準備実績又は準備の予定を記載、先行して
実施し実績がある場合には併せて記載。
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※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

特になし計画策定時点での取組実績

副業・兼業先への労働時間短縮の協力要請を行い、
勤務シフトの調整を行う計画期間中の取組目標

（４）兼業・副業を行う医師の労働時間の管理

※ 本項目は副業・兼業を行う医師がいない場合には記載不要

（5）C－１水準を適用する臨床研修医及び専攻医の研修の効率化

※ 以下に記載の取組内容は記載例としての参考である。このほか様々な取組が考えられる。

別添（取組例集）参照。 （略）

特になし計画策定時点での取組実績

個々の医師に応じた研修目標の設定とこれに沿っ

た研修計画の作成を行う
計画期間中の取組目標
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医師労働時間短縮計画（作成の支援／PDCAサイクル／評価・指定との関係）

• 計画の作成や勤務環境改善の取組について、医療勤務環境改善支援センター（各都道府県に設置。医療労

務管理アドバイザーと医業経営アドバイザーを配置。）に相談し、アドバイスを受けることができる。

• 計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に提出する（令和5年度までは任意）。

作成の支援

• 直近１年間の労働時間の短縮状況について確認を行い、必要に応じて目標の見直しや具体的な取組内容の

改善等を行う（ＰＤＣＡサイクルを回す）。

• 見直し後の計画も、毎年、都道府県に提出する。

計画策定後の取組

• 連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の指定申請前に、指定予定年度を開始年度とした「計画の案」を作成し、事前に評価

センターによる評価を受審する必要がある。都道府県は、評価結果及びその後の改善状況を踏まえて指定。

• 指定後は３年以内に一度の頻度で、評価センターによる評価を受審。

• 令和５年度末までの取組は、取組実績として、評価の際に参照される。

評価センターによる評価／都道府県による指定との関係
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第15回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2021.09.15 開催資料
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３. 長時間労働医師に対する追加的健康確保措置

① 連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等について
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連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の基本的な考え方（１）

基本的なルール

通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事する場合

宿日直許可のない宿日直に従事する場合

15時間の連続勤務時間制限

28時間の連続勤務時間制限② 始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間

① 始業から24時間以内に９時間の連続した休息時間

確実に休息を確保する観点から、９時間又は18時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフト等で予定され
たものであることを原則とする。

予定された９時間又は18時間の連続した休息時間中にやむを得ない理由により発生した労働に従事した場
合は、当該労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する。

宿日直許可のある宿日直に連続して９時間以上従事する場合は、９時間の連続した休息時間が確保されたも
のとみなし、この場合に通常の勤務時間と同態様の労働が発生した場合は、管理者は、当該労働時間に相当
する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う。（※）

※ 休暇の取得の呼びかけ等の休息時間を確保するための何らかの取組を行う義務が発生する。
（必ずしも結果として休息時間の確保そのものが求められるものではない。）

第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2021.08.04 開催資料
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義務対象はＢ・連携Ｂ・Ｃ水準の適用対象となる医師。Ａ水準の適用となる医師については努力義務
（Ｃ―１水準が適用される臨床研修医への適用については後述）



連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の論点の整理（１）

臨床研修医に対する連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等の適用について

（Ｃ）－１水準の適用される初期研修医については、

医師の働き方改革に関する検討会報告書（平成31年3月29日） 抜粋

• 連続勤務時間制限・勤務間インターバルの実施を徹底し、代償休息の必要がないようにする。

• 一日ごとに確実に疲労回復させる観点で、勤務間インターバル９時間を必ず確保することとし、連続勤務
時間制限としては15時間 とする。

• 臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合
はこれを認めるが、その後の勤務間インターバルを24時間とする。

基本的なパターン

① 臨床研修における必要性から、オンコール又は宿日直許可のある宿日直への従事が必要な場合に限る。

② 臨床研修医の募集時に代償休息を付与する形式での研修を実施する旨を明示する。

③ 代償休息は、計画的な研修という観点から、通常は当該診療科の研修期間内で処理すべきであり、代償
休息の付与期限は原則として必要性が生じた診療科の研修期間内とし、それが困難な場合に限り、翌月
末までとする。

【基本的なパターン】に加えて、下記の①～③を要件として、代償休息の付与を認める

夜間・休日のオンコールや宿日直許可のある宿日直に従事する際に、通常の勤務時間と同態様の労働が少しでも発生
した場合には「始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間（24時間の連続勤務時間 制限）」が適用され、翌
日を終日休日とする必要があるため、これが連続すると研修期間（１ヶ月間とする診療科もある）の大部分を休日とせ
ざるを得ない状況も生じかねず、期待された研修効果が獲得できないおそれがある

対応案

課 題

第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2021.08.04 開催資料
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３. 長時間労働医師に対する追加的健康確保措置

② 長時間労働医師に対する面接指導について

21



Ｂ・Ｃは、当月の時間外・休日労働が100時間に到達する前に
面接指導

Ａは100時間到達後でもよい

面接指導実施医師は、講習を受けた医師（産業医を含む）

月155時間超となった場合、労働時間短縮のための就業上の
具体的な措置

追加的健康確保措置（B・C）

面 接 指 導

22



面接指導の
実施者

面接指導の
実施要件

面接指導の対象・実施時期対象者

産業医
が望ましい

面接指導の申出
があった場合に

実施

月80時間超の時間外・休日労働時間を行い、
疲労の蓄積が認められる者

医師を含む
すべての
労働者

長時間労働者に対する
医師による面接指導

面接指導
実施医師

面接指導の
実施が義務

100時間到達後でも可

月の時間外・休日労働が100時間に達するまで
の間に実施

医 師

時間外・休日労働時間が
通算で月100時間超と
なる見込みの医師に対
する面接指導

事業者は、面接指導実施医師からの報告及び意見を踏まえ、就業上の措置を講じる
（月の時間外・休日労働が155時間を超える場合は遅滞なく労働時間短縮のために必要な措置を講じ

なければならない）

従来の労働安全衛生法による面接指導と改正医療法による面接指導の違い

A水準の医師

BC水準の医師

改正医療法に
よる面接指導

産業医であっても所定の
養成講習を修了する必要
があります

ただし、月の時間外・休日労働が80時間到達前後に
疲労度確認を行い、疲労蓄積がある場合は、１００時間
到達前に実施すること

• すべての医療機関において、改正医療法による面接指導等のルールを従来の安衛法による面接指
導とは別の枠組みで作成することが必要

• 月の上限を超える場合、 A水準を含む全ての水準で面接指導が義務

従来の安衛法
の面接指導

23



事業者
（医療機関の管理者）

※面接指導の結果の記録
の保存（5年）

労働者
（面接指導対象医師）

1か月の時間外・休日労働
が100時間以上の見込み

面接指導
実施医師

※勤務する医療機関の
管理者でないこと

※講習終了者
※産業医（講習終了者）が

担うことも可

【必要と認める場合には遅滞なく労働時間の短縮、宿直回数の減少その他の適切な措置を実施】
※1か月の時間外・休日労働が155時間を超える場合には遅滞なく労働時間短縮のために必要な措置を講じなければならない。

【管理者が面接指導実施医師による面接指導を実施】

＜実施時期＞
• １か月の時間外・休日労働が１００時間に達するまでの間に実施（BC水準）
• 疲労の蓄積が認められない場合は100時間以上となった後遅滞なくでも可（BC水準以外）
＜確認事項＞
① 勤務の状況（前月の休日・時間外労働時間（副業・兼業も自己申告により通算する））
② 睡眠の状況（直近２週間の１日平均睡眠時間（可能であればアクチグラフ等の客観的指標を用いる））
③ 疲労の蓄積の状況（「労働者の疲労蓄積度の自己診断チェックリスト」）
④ ②、③以外の心身の状況
⑤ 面接指導を受ける意思の有無

【必要な情報の提供】

① 面接指導対象医師の氏名
② 上記＜確認事項＞の内容
③ その他必要な事項

※①、②は管理者の確認後速やかに
③は面接指導医師からの求め後速やかに

【面接指導】

＜確認事項＞
① 勤務の状況
② 睡眠の状況
③ 疲労の蓄積の状況
④ ②、③以外の心身の状況

（うつ症状や心血管疾患のリスク等）

※管理者が指定した
面接指導実施医師の
面接指導を希望しな
い場合は、他の面接
指導実施医師による
面接指導を受けて、
その結果を証明する
書面を管理者に提出
することも可。

【面
接
指
導
の
結
果
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
】

※

面
接
指
導
後
遅
滞
な
く

助
言
・指
導

産業医等と連携して行うことが望ましい
← 産業医は衛生委員会への委員としての参画を通じて事業者に意見を言う立場（労働安全衛生法の枠組み）

24

面接指導実施医師とは
面接指導は時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師が対象となります。
面接指導は、長時間労働となる医師一人ひとりの健康状態を確認し、必要に応じて就業上の措置を講ずることを目的として
行われます。必要な講習を修了し、実際に面接指導の対象となる医師へ面接指導を行う医師が「面接指導実施医師」です。
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URL：https://ishimensetsu.mhlw.go.jp/

面接指導実施医師養成講習会 専用サイト ［面接指導実施医師養成ナビ］(厚生労働省ホームページ)

令和４年１２月２７日より受講受付開始
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４. 医療機関勤務環境評価センターの概要について
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医療機関勤務環境評価センターの指定について

１．医療機関勤務環境評価センターの目的

日本医師会は、医療法第107条第１項の規定に基づく
「医療機関勤務環境評価センター」に指定されました （令和４年４月１日付け）

医療機関に勤務する医師の労働時間短縮の取組の状況について評価を行うことや、その取組について
必要な助言・指導を行うことによって、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資すること

２．事業内容

① 医療機関勤務環境評価制度の周知・広報

② 医療機関における医師の労務管理の体制・運用状況や労働時間短縮のための取組及び成果の評価

③ 医療機関の評価を実施する者、いわゆるサーベイヤーの研修

④ 医療機関の勤務環境評価の実施に関する相談、情報提供及び支援 等

29



医療機関勤務環境評価センターの組織

サーベイヤー

事業運営委員会
評価委員会

・ サーベイヤー候補の選定
・ サーベイヤーの審査結果に基づく審議
を行い、評価結果を実質的に決定

評価等業務諮問委員会

日 本 医 師 会

業務の執行に関する必要な事項
を審議の上、理事会に報告

ｻｰﾍﾞｲﾔｰ候補、
評価結果を報告

サーベイヤー候補、評価結果
を正式決定（形式的手続）

報告を受け、
業務執行に
関する必要
事項を決定

代表者の諮問に基づき、業務の
実施方法、評価結果等の重要事項
について調査審議し、答申

答申

諮問
決定

会長による委員任命にあたっては
厚生労働大臣の認可を行うことと
する。

（業務計画、予算等）

審査部会
・ｻｰﾍﾞｲﾔｰの審査結果の適切性を再確認
・ｻｰﾍﾞｲﾔｰや対象医療機関からの審査に
係る相談対応

医療機関勤務環境評価センター
◆事務局：健康医療第三課（2022.7.1～）

評価センターに申請

決定

報告

評価結果を

正式に決定し、
代表者で通知

会 長
理事会・常任理事会

代表者
が任命

医 療 機 関

関連団体から評価センターにサーベイヤー推薦

医療機関勤務環境評価センター代表者
日本医師会 会長
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第14回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2021.08.23 開催資料
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（※１） 診療科ごとの医師数、病床数、看護師数、医師事務作業補助者数等、労働時間に影響を与える要素として分析を行うことを想定。
（※２） 手術件数、患者数、救急車受け入れ台数の他、医療計画や地域医療構想に用いる項目を想定。

評価の視点評価内容

【医師の労働時間短縮に求められる基本的労務管理体制】
• 適切な労務管理体制の構築
• 人事・労務管理の仕組みと各種規程の整備・届出・周知
• 適切な36協定の締結・届出
• 医師労働時間短縮計画の作成と周知
【医師の勤務環境の適切な把握と管理に求められる労務管理体制】
• 医師の労務管理における適切な労働時間の把握・管理体制
• 医師の面接指導及び就業上の措置の実施体制
• 月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合の措置の実施体制
【産業保健の仕組みと活用】
• 衛生委員会の状況
• 健康診断の実施状況

医師の労働時間短縮に向けた労務
管理体制の構築

ストラクチャー

【医師の労働時間短縮に向けた取組の実施】
• 医師の適切な勤務計画の作成
• 医師の労働時間短縮に向けた研修・周知の実施（管理職マネジメント研修の実施等）
• タスク・シフト／シェアの実施（特定行為研修修了看護師の活用等）
• 医師の業務の見直しの実施（複数主治医制やチーム制の導入・実施等）
• 医師の勤務環境改善への取組の実施（院内保育や他の保育支援等の整備状況等）
• 患者・地域への周知・理解促進への取組の実施

医師の労働時間短縮に向けた取組プロセス

【労務管理体制の構築と労働時間短縮に向けた取組実施後の結果の把握】
• 医療機関全体の状況（時間外・休日労働時間数、追加的健康確保措置の実施状況等）
• 医師の状況（職員満足度調査・意見収集の実施）
• 患者の状況（患者満足度調査・意見収集の実施）

労務管理体制の構築と労働時間
短縮の取組実施後の評価

アウトカム

【医療機関の医療提供体制】（※１）
【医療機関の医療アウトプット】（※２）

・医療機関の医療提供体制
・医療機関の医療アウトプット参考

医師労働時間短縮計画の記載事項等を参考に、以下のような視点で、各項目について定量的な評価とともに、定性的な所見（〇〇〇の状況
の中で、○○に関するタスク・シフト／シェアが進んでいないと考えられる、等）を評価結果として付す。

医療機関勤務環境評価センターにおける評価の内容・評価の視点

［第17回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 2022.03.23］

第17回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2022.3.23 開催資料
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第15回 医師の働き方改革の推進に関する検討会
2021.09.15 開催資料

変更後

33

全体評価の考え方



医療機関勤務環境評価センターの進捗状況

34

厚生労働省から「医療機関勤務環境評価センター」の指定を受ける4月 1日2022年

厚生労働大臣から事業運営の認可を受ける8月19日

第１回 事業運営員会 開催8月26日

第１回 評価委員会 開催9月 9日

評価センターのホームページを公開9月16日

第１回 評価等業務諮問委員会 開催9月22日

医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドラインの『解説集』を公開10月28日

サーベイヤー養成講習 受講完了 （医療サーベイヤー202人、労務管理サーベイヤー171人）10月31日

評価審査申込の受付開始10月31日

審査部会打合せ 開催11月28日

第２回 評価委員会 開催12月 1日

評価センターのホームページ「よくある質問」の内容を更新2月 3日2023年

評価センターのホームページに「評価受審手順」に関する説明動画を公開２月 ３日

第3回 評価委員会 開催4月 6日

第4回 評価委員会 開催4月20日

評価受審のポイントおよびC-2水準に関する説明会
(都道府県医師会担当理事・郡市区医師会担当理事・担当事務局および該当する医療機関)

4月21日

第5回 評価委員会 開催5月 9日

第6回 評価委員会 開催5月18日
今後も評価申請促進のため、
• 医療機関向けの講演
• サーベイヤー専用サイトにおけるFAQ欄の公開
など情報発信を継続していく



申込件数都道府県名申込件数都道府県名申込件数都道府県名

0鳥取県

中
国
・四
国

0富山県

中
部

4北海道

1島根県0石川県0青森県

東
北

2岡山県2福井県0岩手県

1広島県1岐阜県2宮城県

1山口県7静岡県0秋田県

1徳島県4愛知県0山形県

1香川県2三重県0福島県

0愛媛県3滋賀県

近
畿

1茨城県

関
東

1高知県0京都府3栃木県

15福岡県

九
州

11大阪府0群馬県

0佐賀県6兵庫県13埼玉県

0長崎県0奈良県6千葉県

3熊本県0和歌山県6東京都

2大分県9神奈川県

0宮崎県1新潟県

2鹿児島県1山梨県

2沖縄県0長野県

114計

５月18日時点

医療機関勤務環境評価センターの受審申込受付状況
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５. 評価受審申請について
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① 基本情報シート

② 自己評価シート（根拠資料含む）

③ 令和６年度以降の医師労働時間短縮計画の案

37

評価受審に必要な資料



令和4年4月に厚労省から公表された「評価項目と評
価基準」に関して、各評価項目のポイントや確認資料例
を示したもの

解説集 手順書

評価受審申込から基本情報シート、自己評価シート
の作成方法、申請方法など、評価システムの使用手
順を示したもの

解説集・手順書は、評価センターホームページ上で公開中 38
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参考資料
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評価センターの評価に関する具体的なポイント（例）

『医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関する
ガイドライン（評価項目と評価基準）解説集』

（令和４年10月公開）

医療機関からのお問い合わせやこれまで医療機関から
提出された自己評価シートの内容を踏まえ、『要約版』を
評価センターホームページに公開

（令和５年５月）
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一部改訂版

解説集（現行）

よくある間違いや注意点を記載
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• 宿日直許可を取得している場合
宿日直の時間帯を労働時間から除外していること（ただし、当該宿日直中に業務に従事した時間
については時間外・休日労働時間として計上していること）を確認します。

• 宿日直許可を取得していない場合もしくは申請中の場合
宿日直の時間帯を全て時間外・休日労働時間として労働時間に通算していることを確認します。

○ 宿日直許可を取得している場合
① 宿日直許可証
② 直近の当直表（実績表）
③ ②の当直表で宿日直を行った医師の労働時間の実績が分かる記録（医師（３名）の１か月分）

を添付します。

〇 宿日直許可を取得していない場合もしくは申請中の場合
宿日直許可を取得していない旨を自己評価シートの取組状況欄に明記した上で、

① 直近の当直表（実績表）
② ①の当直表で宿日直を行った医師の労働時間の実績が分かる記録（医師（３名）の１か月分）

を添付します。

※ 宿日直を行った医師の労働時間の実績が分かる記録とは、「宿日直を行った医師の時間外・休日労
働時間の申請書」、「当該医師の日ごとの時間外・休日労働時間を記録した勤務実績表」などを添付
します。（略）

一部改訂版

解説集（現行）

どのような場合にどのような資料を
添付するか具体的に記載 45



一部改訂版

解説集（現行）

どのような場合にどのような資料を
添付するか具体的に記載 46



一部改訂版

解説集（現行）

よくある間違いや注意点を記載
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2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審 審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

指定結果
通知

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

指定結果
受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都
道
府
県

医
療
機
関

指定申請
受付

指定申請
提出

2024.4
(R6.4)

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画
評価センター：医療機関勤務環境評価センター

2022.04.01 厚生労働省施行通知 資料 48



評価センターホームページURL：https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/

評価センターへのお問い合わせについて
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６. Ｃ-２水準の審査組織について
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「Ｃ-２水準の対象技能となり得る技能」の考え方に該当

我が国の医療水準を維持発展していくために
必要とされる、医学研究や医療技術の進歩に
より新たに登場した、保険未収載の治療・手術
技術（先進医療を含む）

または

C-2水準の対象技能となり得る具体的な技能の考え方

「技能の修得にやむを得ず長時間労働が必要となる業務」に該当

ア）診療の時間帯を選択できない現場でなければ修得できない

イ）同一の患者を同一の医師が継続して対応しなければ修得できない

ウ）その技能に関する手術・処置等が長時間に及ぶ

「Ｃ-２水準の対象分野」に該当

日本専門医機構の定める基本領域（19領域）において、高度な技能を有する

医師を育成することが公益上特に必要と認められる医療の分野

【注意】C-2水準の技能には、上記のほか、以下の２点にも該当していることが必要です。

良質かつ安全な医療を提供し続けるために、
個々の医師が独立して実施可能なレベルまで

修得・維持しておく必要があるが、基本領域
の専門医取得段階ではそのレベルまで到達す
ることが困難な技能

サブスペシャルティの専門医取得を目指すような
技能は、C-2水準の範囲に入ります。

重要

※次のア～ウの１つ以上に該当
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令和４年度 日本医師会受託
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Ｃ-２水準の申請
厚生労働省ホームページ「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」から申請

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

医療機関及びＣ-２水準の適用を希望する医師に対して、審査に必要な情報を掲載
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受審の順番にルール
はありません



７. 宿日直許可について
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勤務実績（労働時間）の記録方法
宿日直許可

の有無

• 許可を取得している宿直・日直の時間帯を労働時間から除外していること

（但し、実働時間は、労働時間として記載していること）
許可あり

• 宿直・日直の時間帯をすべて時間外・休日労働時間として記載していること許可なし

• 宿日直許可書の有無の確認
• 宿日直を行った日の労働時間が確認できる勤務実績表、又は当直表と

宿日直を行った医師の時間外手当の申請書※
• 宿日直許可の有無に応じた時間外・休日労働時間が記載されていること

宿日直許可の有無に応じた労働時間管理を行っていること

※ 宿日直許可の有無に応じた労働時間管理ができているかを確認する項目ですので、
当直表を提出する場合は、当直を行った日の時間外手当の申請書を提出いただく必要があります。

評価受審のポイント

宿日直許可について
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１.FAQを踏まえた医療機関への丁寧な説明について
全国における対応の斉一性を確保するため、勤改センター及び署におかれては、あらかじめFAQの内

容をよく御了知いただき、医療機関から医師の宿日直許可申請に関する相談があった場合には、FAQに
記載の内容を含め、医療機関の個別の状況に応じて丁寧な説明を心がけていただきたいこと。
特に、医師の宿日直許可について、医療機関の関心が高いと考えられる以下の（１）から（５）の点

に留意いただきたいこと。
（１）依然として、医療機関には、「救急」や「産科」であることだけを理由に医師の宿日直許可の

対象にならないといった誤解が見られることから、必要な場合には、許可事例等も活用しながら、
実際に「救急」や「産科」の場合に許可を取得しているケースがあることを説明いただきたいこと。

（２）医療機関によっては、医師の宿日直許可に関して、日（輪番日を除くなど）、時間帯（準夜帯
を除くなど）、所属診療科、業務の種類等を限った申請を行うことができるという点について十
分な認識がない場合があることから、必要な場合には、医師の宿日直許可の申請に当たっては
様々な申請の工夫があることを説明いただきたいこと。

（３）地域による医師偏在などにより医師の確保が難しい医療機関もある中で、医師の宿日直許可の
回数の例外を必要とする医療機関もあると考えられるところ、医療機関によっては、回数の例外
について十分な認識がない場合もあることから、必要な場合には、許可事例等も活用しながら、
実際に回数の例外が認められたケースがあることを説明いただきたいこと。

令和４年７月29日 厚生労働省労働基準局労働条件政策課 事務連絡(本省監督課にも協議済み)

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）長 労働基準部長宛

医療機関の医師の宿日直許可に関する取扱いについて（１）

57
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（４）医師については、複数の医療機関で宿直等の業務に従事する実態も多いと考えられるところ、
必要な場合には、宿直週１回、日直月１回等の医師の宿日直許可の回数については、医療機関ご
とに認められた回数を示すものであることを説明いただきたいこと。なお、この際、医師の長時
間の拘束につながらないような配慮をお願いしたいことについても併せて説明いただきたいこと。

（５）医療機関には、医師の宿日直許可の回数を最低限に止めるために、労働基準法の労働時間に関
する規定が適用されない経営者等の医師が過度に宿日直の業務に従事することを求められるので
はないかといった誤解も見られるところ、必要な場合には、こうした医師がどの程度の頻度で宿
日直に従事できるかについては、個別の事情に応じた判断であることについて説明いただきたい
こと。

２医療機関に対応する際の留意点について
医療機関については、医師の宿日直許可の取得可否への不安から、署への相談になかなか踏み出せ

ない現状があるとの指摘もある。引き続き、勤改センターと連携しながら、医師の宿日直許可申請に
関する医療機関の不安を解消できるように取り組むとともに、署におかれても、医療機関が安心して
相談できるよう、よく医療機関の実情を伺いながら、その実情を踏まえて、寄り添った対応をいただ
きたいこと。

令和４年７月29日 厚生労働省労働基準局労働条件政策課 事務連絡(本省監督課協議済み)

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）長 労働基準部長宛

医療機関の医師の宿日直許可に関する取扱いについて（２）

■医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口ＦＡＱ
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20220621_02.pdf

■宿日直許可申請に関する解説資料（参考事例）
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20210720_02.pdf 58
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■宿日直許可申請に関する解説資料（参考事例）
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（厚生労働省ホームページ）



ご清聴ありがとうございました。
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